
◎畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 
（令和三年五月一九日法律第三四号）   

一、 提案理由（令和三年四月一四日・衆議院農林水産委員会） 

○野上国務大臣 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案につきまして、その提

案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 近年の経済連携協定の締結による関税削減等により畜産物の価格の低下が見込まれる

一方、経済連携協定による輸出相手国の関税撤廃等により我が国の畜産物の輸出は着実

に増加しており、これを拡大する絶好の好機でもあります。このような中、我が国の畜

産業の国際競争力を強化し、その振興を図るためには、省力化機械の導入による生産性

の向上や、増頭による経営規模の拡大を進めていくことが必要であります。しかしなが

ら、省力化機械の導入や増頭を行うためには、通常、畜舎等の建築等が必要となります

が、その際、建築基準法に基づき行う畜舎等の建築等に係る負担が畜産業の経営実態か

ら見て大きくなってきているところです。 

 こうした状況を踏まえ、建築基準法によらず畜産業の経営実態に合った畜舎等の建築

等ができるよう、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、その認定

を受けた計画に基づく畜舎等の建築基準法の特例を定めるため、この法律案を提出した

次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、本法律案が対象とする畜舎等についてであります。 

 一定の高さ以下の平屋で建築士により設計された家畜の飼養の用に供する施設及びこ

れに関連する施設並びに堆肥舎であって、市街化区域等以外の区域において新築、増改

築等が行われるものを本法律案の対象とする畜舎等とすることとしております。 

 第二に、計画認定制度の創設についてであります。 

 建築基準法の緩和を受けようと希望する者は、畜舎等の建築等及び利用に関する計画

を作成し、その計画が畜舎等の利用の方法について畜舎等における一日当たりの滞在時

間の制限等の利用基準に適合すること、また、畜舎等の構造等について利用基準に適合

する利用の方法と相まって安全上支障がないこと等を定める技術基準、すなわち建築基

準法よりも緩和された技術基準に適合していること等について都道府県知事の認定を受

けることができることとしております。この場合において、一定の規模以下である畜舎

等については技術基準への適合審査を不要とすることとしております。 

 第三に、建築基準法令の適用除外であります。 

 前述の都道府県知事の認定を受けた計画に基づき建築等がされた畜舎等については、

建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しないこととしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和三年四月二二日） 



○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図

るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた

計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定める

ものであります。 

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日野上農林水産大臣から趣旨の

説明を聴取し、昨二十一日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしま

したところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二一日） 

 我が国の畜産・酪農経営は、畜産クラスター等の地域の関係者が一丸となった取組の

成果として、乳用牛、肉用繁殖雌牛の飼養頭数が増加に転じる一方、担い手の高齢化、

後継者不足は深刻さを増しており、さらには、我が国の畜産・酪農経営は、国際的な競

争に直面している。そのため、中小・家族経営を中心とする国内生産者を着実に支えて

いく必要がある。 

 畜産・酪農経営を維持・発展させるためには、生産基盤及び国際競争力の強化が喫緊

の課題であり、省力化機械の導入や増頭・増産等の取組を推進するため、畜産業の経営

実態に合った畜舎等の建築等をできるよう措置し、畜舎等の建築に係る負担を軽減する

ことが急務である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 技術基準、利用基準を定める主務省令の制定に当たっては、畜産農家はもとより、

建築士をはじめとする専門家の意見を十分に踏まえ、関係者の十分な理解と納得を得

た上で各基準を策定すること。また、畜舎建築利用計画の作成・申請においては、手

続きが煩雑なものとならないよう留意すること。 

二 畜産農家の畜舎等の建築を含めた総合的な経営判断に資するため、本法律案に基づ

く新制度による畜舎等の建築の経済的な優位性が明らかとなる事例等を畜種ごと等き

め細かく示すこと。また、建築に係る負担が低減された場合においても、財政支援を

含め各支援策の削減は行わないこと。 

三 家畜の能力が引き出され、家畜が健康になり、生産性の向上や畜産物の安全につな

がるアニマルウェルフェアに配慮した家畜の管理の普及促進のための指導、支援を充

実させること。 

四 常に地域・現場の声に耳を傾け、生産基盤・国際競争力の強化に資する畜産クラス



ター事業等の施策を的確に実施すること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和三年五月一二日） 

○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国畜産業の国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用

に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づく畜舎等に関する建築

基準法の特例を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、新法で特例を創設する理由、畜舎の技術基準及び利用基準の

在り方、特例による建築費用削減の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する

旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年五月一一日） 

 我が国の畜産・酪農経営は、畜産クラスター等の地域の関係者が一丸となった取組の

成果として、乳用牛、肉用繁殖雌牛の飼養頭数が増加に転じる一方、担い手の高齢化、

後継者不足は深刻さを増しており、さらには、我が国の畜産・酪農経営は、国際的な競

争に直面している。そのため、中小・家族経営を中心とする国内生産者を着実に支えて

いく必要がある。 

 畜産・酪農経営を維持・発展させるためには、生産基盤及び国際競争力の強化が喫緊

の課題であり、省力化機械の導入や増頭・増産等の取組を推進するため、畜産業の経営

実態に合った畜舎等の建築等をできるよう措置し、畜舎等の建築に係る負担を軽減する

ことが急務である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 技術基準、利用基準を定める主務省令の制定に当たっては、畜産農家はもとより、

建築士をはじめとする専門家の意見を十分に踏まえ、関係者の十分な理解と納得を得

た上で各基準を策定すること。また、畜舎建築利用計画の作成・申請においては、手

続きが煩雑なものとならないよう留意すること。 

二 畜産農家の畜舎等の建築を含めた総合的な経営判断に資するため、本法律案に基づ

く新制度による畜舎等の建築の経済的な優位性が明らかとなる事例等を畜種ごと等き

め細かく示すこと。また、建築に係る負担が低減された場合においても、財政支援を

含め各支援策の削減は行わないこと。 



三 家畜の能力が引き出され、家畜が健康になり、生産性の向上や畜産物の安全につな

がるアニマルウェルフェアに配慮し、動物の愛護及び管理に関する法律を遵守した家

畜の管理の普及促進のための指導、支援を充実させること。 

四 常に地域・現場の声に耳を傾け、生産基盤・国際競争力の強化に資する畜産クラス

ター事業等の施策を的確に実施すること。 

  右決議する。 

 


